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福岡インターナショナルトレーニングセンター整備事業  

基本・実施設計業務委託公募型プロポーザル実施要領  

 

１ 目 的 

この要領は、福岡インターナショナルトレーニングセンター整備事業基本・実

施設計業務の受託候補者を特定するために行う公募型プロポーザルの実施に際し

て必要な事項を定める。 

 

２ 業務概要 

（１）業務の名称 
福岡インターナショナルトレーニングセンター整備事業基本・実施設計業務委託 

（２）業務内容 

別添「仕様書」のとおり 

（３）履行期限 

契約締結日から令和９年３月３１日まで 

 

３ 実施方法 

（１）提案者の選定 

  ①提出された参加表明書等により、参加表明者が「４ 参加資格」及び「５ 参

加条件」を満たす者であるか確認を行う。 

②参加表明者が多数の場合は、「（別紙１）技術提案を特定するための評価基準」

の「事務的評価」同種又は類似業務の実績に基づき、担当部署において、技術

提案書の提出者を５者程度に選定する場合がある。 

③参加表明者が１者のみの場合でも審査・評価を実施する。 

④技術提案書の提出者として選定された者にあっては、書面により提案者選定通

知・提案要請書を送付する。また、提出者として選定されなかった者にあって

は、書面により非選定通知を送付する。 

⑤非選定通知を受けた者は、通知した日の翌日から起算して７日（休日を含まな

い。）以内に「８ 担当部署」宛に書面（様式任意。持参、郵送又は電子メー

ル）にて提出することにより、選定されなかった理由について説明を求めるこ

とができる。県は、当該書面を受理した日の翌日から起算して７日（休日を含

まない。）以内に、理由の回答を行うものとする。 

（２）受託候補者の特定 

①福岡県教育委員会に設置される福岡インターナショナルトレーニングセンター

整備事業基本・実施設計プロポーザル選定委員会（以下、「選定委員会」とい

う。）にて、技術提案書及び提出者によるプレゼンテーションの内容を評価し、

合計点により最優秀及び次点の受託候補者を特定する。 

②①により最優秀及び次点の受託候補者として特定された者には、書面により特

定された旨の通知を行う。それ以外の提案者には、書面により特定されなかっ

た旨の通知を行う。 

③特定されなかった旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して７

日（休日を含まない。）以内に「８ 担当部署」宛に書面（様式任意。持参、

郵送又は電子メール）にて提出することにより、特定されなかった理由につい

て説明を求めることができる。県は、当該書面を受理した日の翌日から起算し

て７日（休日を含まない。）以内に、理由の回答を行うものとする。 

④県は、最優秀に特定された受託候補者と見積合わせを行い、受託者を決定する。

最優秀に特定された受託候補者が辞退した場合は、次点の受託候補者と見積合

わせを行う。 

⑤選定委員会の委員は５名とし、学識経験者２名、福岡県職員３名で構成する。 

（３）受託候補者の特定（技術提案書の提出者が１者の場合）  

①選定委員会にて、技術提案書及び提出者によるプレゼンテーションの内容を評
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価し、提出者を受託候補者とすることについて協議のうえ決定する。  

②提出者には、書面により受託候補者として特定された旨、若しくは特定されな

かった旨の通知を行う。  

③受託候補者と特定されなかった旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日か

ら起算して７日（休日を含まない。）以内に「９ 担当部署」宛に書面（様式

任意。持参、郵送又は電子メール）にて提出することにより、特定されなかっ

た理由について説明を求めることができる。県は、当該書面を受理した日の翌

日から起算して７日（休日を含まない。）以内に、理由の回答を行うものとす

る。  

④県は、受託候補者と見積合わせを行い、受託者を決定する。  

⑤選定委員会の委員の構成は、（２）⑤のとおりとする。 

（４）技術提案書の評価基準 

別紙１のとおりとする。 

 

４ 参加資格 

  次に掲げる要件をすべて満たす者であること。 

（１）  設計及び監理について、「福岡県が施工する建設工事等の請負契約に係る競

争入札に参加する者に必要な資格（令和５年１２月福岡県告示第８０５号）」

に定める資格を得ている者（令和８年度福岡県建設工事競争入札参加資格者名

簿登載者）。ただし、令和８年７月１７日（金）午後５時までに別途定める書

類を参加表明書と同時に提出し、同等の資格があることの確認を受けた場合は

この限りでない（同等の資格を有する者のみ技術提案の対象者とする。）。 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４（一般競争入札

の参加者の資格）の規定に該当する者でないこと。 

（３）「福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱」に基づく指名停止

期間中でない者。 

（４）「福岡県建設工事に係る建設業者の指名停止等措置要綱」に基づく指名停止期

間中でない者。 

（５）福岡県暴力団排除条例（平成２１年福岡県条例第５９号）に定める暴力団員又

は暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定による更生手続開始の申立て

が行われた者、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定による再生手続

開始の申立てが行われた者、破産法（平成１６年法律第７５号）の規定による破

産手続開始の申し立てが行われた者のいずれにも該当しないこと。 

（７）国税及び地方税を滞納していないこと。 

（８）監督官庁より、業務停止処分又は業の免許もしくは登録の取消処分を受けてい

ないこと。 

（９）本プロポーザルの他の提案者と、経営上密接な関連がないこと。  

なお、経営上密接な関連がある会社とは、次のいずれかに該当する会社をいう。  

①  人的関係のある会社  

②  親会社と子会社又は親会社を同じくする子会社同士の関係にある会社  

③  親会社の営業権の一部譲渡により入札参加資格を得た子会社と親会社  

④ 事業協同組合とその構成員の関係にある会社 

 

５ 参加条件 

（１）建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条による一級建築士事務所登録

を受けていること。 

（２）応募は、１者による単独提案又は設計業務共同企業体（ＪＶ）による共同提案

とする。なお、ＪＶの場合、構成員は３者以内とし、全ての構成員が「４ 参加

資格」を満たさなければならない。この場合、出資比率が最大の構成員を代表者

として１者選出し、参加表明書と併せて共同企業体結成届を提出すること。 
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（３）業務主任技術者（※１）は、一級建築士であること。 

（４）業務主任技術者は、技術提案書の提出者の組織に所属していること。なお、Ｊ

Ｖの場合は代表者の組織に所属していること。 

（５）実務主任技術者（※２）で意匠の分担業務分野（※３）を担当するものは、技術提

案書の提出者の組織（ＪＶ構成員の組織を含む。）に所属していること。 

（６）業務主任技術者と実務主任技術者の兼任は可能とするが、兼任した場合の実務

主任技術者としての評価事項については加点しない。 

（７）建築（意匠）実務主任技術者は、一級建築士であること。 

（８）主たる分担業務分野(意匠（積算に関する業務を除く業務。））を再委託しな

いこと。 

（９）業務の一部を再委託する場合であって、再委託先である協力事務所が福岡県の

建築関係建設コンサルタント業務に係る入札参加資格者である場合には、当該協

力事務所が指名停止を受けている期間中でないこと。 

（10）平成２８年４月１日以降に、別表１で定める規模以上の RC 構造物の整備事業

（新築、改築又は増築）に係る設計業務を受託し、契約履行が完了した実績を有

すること。なお、ＪＶの場合は代表者の実績であること。 

 

注：  ※１ 「業務主任技術者」とは、業務の技術上の管理を行う者をいう（管

理技術者と同義）。 

※２ 「実務主任技術者」とは、業務主任技術者の下で各分担業務分野の

担当技術者を総括する役割を担う者をいう。 

※３ 「分担業務分野」 

分担業務分野 業務内容 

意匠 

令和６年国土交通者告示第８号別添一第１項第一号 

及び第二号において示される「設計の種類」におけ

る「総合」のうち建築物の「意匠」に係る分野 

構造 上記の「構造」に係る分野 

電気 上記の「設備」のうち、「電気設備」に係る分野 

機械 上記の「設備」のうち、「機械設備」に係る分野 

 

６ スケジュール（予定） 

（１）公募開始               ７月 ３日（金） 

（２）参加表明に関する質問書の受付期限   ７月１０日（金）午後５時（必着） 

（３）参加表明書の提出期限         ７月１７日（金）午後５時（必着） 

（４）提案者選定結果通知・提案要請書の送付 ７月２７日（月） 

（５）技術提案書に関する質問書の受付期限  ８月１０日（月）午後５時（必着） 

（６）技術提案書等提出期限         ８月２０日（木）午後５時（必着） 

（７）選定委員会開催            ８月２７日（木） 

（８）審査結果の通知            ８月３１日（月）予定 

（９）契約締結等の協議及び見積り依頼    ９月上旬～中旬予定 

（10）契約締結               ９月３０日（水）予定 

 

７ 応募手続等 

（１) 質問書について 

①提出書類 
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ア 参加表明に関する質問書（様式１－１） 

イ 技術提案に関する質問書（様式１－２） 

②提出方法 

質問は、指定様式により「８ 担当部署」宛に電子メールで提出すること。提

出後は、必ず電子メールを送付した旨を電話で連絡すること。なお、電話、Ｆ

ＡＸ等による質問は受け付けない。 

③質問への回答 

随時回答する。質問及び回答は、質問者名を伏せて福岡県ホームページに掲載

する。なお、公平性の確保、公正な選考を妨げるおそれがある質問には回答し

ない。 

④  説明会 

実施しない。※現地下見は可 

（２)参加表明書及び技術提案書について 

①提出書類 

   別添１「参加表明書及び技術提案書作成要領」のとおり 

②提出方法 

「８ 担当部署」宛に郵送又は持参により提出すること。また、提出書類一式

をＰＤＦファイルに変換し、同ファイルを記録した電子媒体を併せて提出する

こと。郵送の場合は書留郵便かこれに準ずる信書便とする。郵送により受理し

た場合は、担当部署がその旨の連絡を行うものとする。 

 

８ 担当部署 

部署名    福岡県教育庁教育振興部体育スポーツ健康課 

所在地    〒812-8575 福岡市博多区東公園７－７ 福岡県庁４階南棟 

電話番号   092-643-3921（直通） 

電子メール  ksports@pref.fukuoka.lg.jp 

受付時間   午前９時から午後５時まで（日曜日、土曜日、祝日を除く。） 

 

９ 失格事項について 

次のいずれかに該当する場合、当該提出者は失格とする。 

（１）技術提案書の提出者（ＪＶ構成員、協力事務所を含む。以下同じ。）がこの説

明書に記載された手続き以外により、選定委員会の委員又は関係者と直接又は間

接を問わず連絡を求めた場合 

（２）ＪＶ構成員又は協力事務所の中に、福岡県暴力団排除条例第６条の規定の対象

となる者が含まれている場合 

（３）技術提案書の提出者を特定することができる記述があるもの等、審査の公平さ

に影響を与える行為があったと認められる場合 

（４）提出期限を超過して参加表明書又は技術提案書が提出された場合 

（５）指定する様式以外の様式で参加表明書又は技術提案書が提出された場合 

（６）虚偽の記載をした場合 

（７）「５ 参加条件」を満たさない場合 

 

10 その他注意事項 

（１）同種・類似業務の実績について、国内における同種・類似業務の実績をもっ  

判断することとする。 

（２）本業務の受託者（ＪＶ構成員、協力事務所を含む。以下同じ。）及び本業務
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の受託者と資本・人事面等において関連があると認められた製造業者又は建設

業者は、本業業務に係る工事の入札に参加し又は当該工事を請負うことができ

ない。 

上記の「本業務の受託者と資本・人事面において関連」があるとは、次の①

又は②に該当することをいう。 

①本業務の受託者の発行済み株式総数の 100 分の 50 を超える株式を保有し、

又はその出資の総額の 100 分の 50 を超える出資をしていることをいう。 

②製造業者又は建設業者の代表権を有する役員が本業務の受託者の代表権を有

する役員を兼ねている場合におけることをいう。 

（３）技術提案書の作成、提出に関する費用は、提出者の負担とする。 

（４）無効または減点の取り扱いについては、別紙３のとおりとする。また、虚偽の

記載をしたものに対して指名停止措置を行うことがある。 

（５）技術提案書の取扱い 

①提出された技術提案書を、発注者の了解なく公表、使用してはならない。 

②提出された技術提案書は返却しない。なお、提出された技術提案書は、技術

提案書の特定以外に提出者に無断で使用しない。 

（６）最優秀に特定された技術提案書は、選定過程の透明性を確保するため、選定結

果通知日の８日後から１ヶ月間、「８ 担当部署」にて閲覧の用に供する。ただ

し、選定結果通知日の翌日から１５日以内に、必要に応じて当該技術提案書を提

案した者の意見を受けた上で、閲覧の用に供する場合は、閲覧の用に供し始めた

日から１ヶ月間とする。 

（７）提出された技術提案書は公正性、透明性、客観性等を期すために、必要に応じ

て当該技術提案書を提案した者の意見を受けた上で、公表することがある。 

（８）選定過程の透明性を確保するため、選定結果通知日の翌日から翌年度末まで、

業務名称、最優秀に特定した受託候補者名を福岡県ホームページにて公表する。 

（９）提出期限以降における技術提案書及び添付書類の差し替え及び再提出は認めな

い。また、技術提案書に記載した配置予定の技術者（協力事務所 (確定してい

る場合に限る。)から配置する技術者を含む。）及び協力事務所は原則として

変更できない。ただし、病休、死亡、退職等のやむを得ない理由により変更を

行う場合には、同等以上の技術者であるとの発注者の了解を得なければならな

い。 

（１０）技術提案書の作成のために発注者より受領した資料は、発注者の了解なく公表、

使用してはならない。 
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事務的評価

実績 立場 意匠 構造 電気 機械

業務 10.00 4.00 2.00 2.00 2.00

実務 4.00 4.00 2.00 2.00 2.00

担当 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00

業務 5.00 2.00 1.00 1.00 1.00

実務 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00

担当 1.00 1.00 0.50 0.50 0.50

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0.40 0.40 0.40 0.40 0.40

0.20 0.20 0.20 0.20 0.20

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

手
持
ち

業
務

-2.00 -3.00 -

事務的評価小計 25

主観的評価

10.0

8.0

6.0

4.0

2.0

10.0

8.0

6.0

4.0

2.0

30.0

25.0

20.0

15.0

10.0

25.0

20.0

15.0

10.0

5.0

主観的評価小計 75

総合点

総合計点 100

Ａ

Ｂ

やや不十分

5
(5%)

Ｂ

Ｃ

E 不十分

やや不十分

（別紙１）技術提案書の評価基準

評
価

項
目

評価の着目点
評価 評価点

福岡インターナショナルトレーニングセンター整備事業基本・実施設計
業務委託プロポーザル技術提案書を特定するための評価基準

配点

(1)担当チームの特徴及び取組体制・配置計画
(2)業務の工程計画・業務フロー

判断基準

実務主任技術者

Ｄ

技
術
力

Ｃ
Ｐ
Ｄ

ＣＰＤ取得単位により評価する。 Ａ

同
種
又
は
類
似

業
務
の
実
績

Ｄ

配点

20
(20%)

極めて良好

評価項目 評価の着目点 評価

業務の
取組方針

手持ち業務による繁忙度を評価金額により評価する。
　(評価金額)　＝
　　(手持ち業務の契約額)　×　((JVの場合)出資比率)
　　　×　(携わる立場による係数)
　
　携わる立場による係数
　　業務主任技術者：0.2
　　実務主任技術者：0.8

　

Ｅ

Ａ

同
種

実績評価の場合

極めて良好

Ｂ 良好

Ｃ 普通

良好

Ｃ 普通

不十分

評価点の
算出方法

E 不十分

Ａ

各委員の評価点
・判断基準

Ｄ

Ｂ

良好

極めて良好

Ａ 極めて良好

業務主任
技術者

Ｃ 普通

業務実績の種類及び実績の立場により評価する。

　実績の種類
　　別表１による
　実績の立場
　　業務：業務主任技術者（※１）
　　実務：実務主任技術者（※２）
　　担当：上記以外の者

類
似

Ｄ やや不十分

E

評価点はプロ
ポーザル選定
委員会の各委
員の評価点を
平均して算出
する。
（小数点以下
第３位を四捨
五入）

10
(10%)

業務の
実施方針

(3)特に重視する設計上の留意点
(4)その他の配慮事項

10
(10%)

課題①に
対する
技術提案

その的確性（与条件との整合性が取れているか等）、独創性
（工学的知見に基づく独創的な提案がされているか等）、実現
性（提案内容が理論的に裏付けされており、説得力のある提案
となっているか等）を考慮して総合的に評価する。

30
(30%)

課題②に
対する
技術提案

25
(25%)

E 不十分

Ｂ 良好

Ｃ 普通

Ｄ やや不十分

Ｎ＜10 Ｄ
Ｃ

ＣＰＤ取得単位(Ｎ)
評価

(前年度)

10≦Ｎ＜20

40≦Ｎ Ａ
20≦Ｎ＜40 Ｂ

評価金額 評価
3250万円以上 Ｅ
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別表１ 

 工種 対象規模 

同種 
・スポーツ施設の RC 構造物の新

築、改築又は増築のいずれか 
6,560 ㎡ 

類似 
・その他施設の RC 構造物の新築、

改 築 又 は 増 築 の い ず れ か 
3,280 ㎡ 

対象期間：平成 28 年 4 月 1 日以降に契約履行が完了した設計業務実績 

 

（再掲） 

※１ 「業務主任技術者」とは、業務の技術上の管理を行う者をいう。 

※２ 「実務主任技術者」とは、業務主任技術者の下で各分担業務分野の担当技術 

者を総括する役割を担う者をいう。 

※３ 「分担業務分野」 

分担業務分野 業務内容 

意匠 

令和６年国土交通者告示第８号別添一第１項第一号 

及び第二号において示される「設計の種類」におけ

る「総合」のうち建築物の「意匠」に係る分野 

構造 上記の「構造」に係る分野 

電気 上記の「設備」のうち、「電気設備」に係る分野 

機械 上記の「設備」のうち、「機械設備」に係る分野 
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（別紙２）技術提案における視覚的表現の許容範囲 

 

１ 視覚的表現の基本的な考え方 

プロポーザル方式は、「設計案」ではなく、技術提案を評価し、「ひと」を選

ぶものであり、技術提案書の提出者は、設計対象に対する発想・解決方法等の評

価テーマに対する考え方を、文章にて明確に表現することが基本であるが、提案

にあたり視覚的表現による補足が適当と考えられる内容については、その内容を

表すのに相応しい適切なイメージ図等による表現を認める。 

 

２ 視覚的表現の許容範囲 

次に掲げる視覚的表現は許容しない。 

① 具体的な建物の設計又はこれに類する表現 

② 詳細・細部の描き込みや、簡易でない表現 

【許容しない表現の例】 

・具体的な設計図、模型（模型写真を含む。）、精巧・精密な透視図等 

・大半の室の位置・形状（細部にわたる部屋割り）、柱の位置や扉の開き勝手

等が具体的に表現された平面イメージ 

・高度なレンダリングによる仕上げ材の質感やサッシの割付けの表現 

・仕上げ材、家具、造作、設備機器等の詳細な形状、具体の寸法等の表現 

ただし、①既存の建築物等の写真の使用、②増築、改修等の場合における当該

建築物の既存図面を使用した表現、③導入するシステム、工法等のイメージを示

すための限定的な詳細スケッチの使用は許容する。 

なお、上記の許容しない表現に抵触しない範囲で、CAD、CG、BIM 等のコン

ピュータによるツールを使用した表現及びカラーを用いた表現を許容する。 
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３ 許容される表現と許容されない表現の具体例 

（１）平面イメージ図 

許容される表現の例 許容されない表現の例 

  

建物内の人の動線や室の位置関係・ゾーニン

グの考え方などについての説明文を補足する

ための平面イメージ図。必要な範囲で建物の

形状、建物内の機能別のゾーンや交通部分

（階段及びエレベーターを含む。）の位置・

形状が表現されていてよい。また、説明文を

補足するために必要となる範囲で、一部の具

体的な室が表現されていてもよい。  

大半の室の位置・形状（細部にわたる部屋割

り）、柱の位置や扉の開き勝手等が具体的に

表現されたもの。  
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（２）外観（立面・鳥瞰）イメージ図 

許容される表現の例 許容されない表現の例 

  

景観への配慮、街並みとの調和等、建物の外

観に係る要素が評価テーマとされる場合、建

物や、建物と周辺環境との関係の考え方など

についての説明文を補足するための外観イ

メージ図。建物の配置やボリュームが表現さ

れていてよい。簡易なファサードの表現がさ

れていてもよい。  

簡易でないファサードの表現。例えば、高度

なレンダリングによる仕上げ材の質感やサッ

シの割付けの表現。  
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（３）配置イメージ図 

許容される表現の例 許容されない表現の例 

  

敷地内の人や車の動線や建物の配置・ゾーニ

ングの考え方などについての説明文を補足す

るための配置イメージ図。一定の尺度で建物

の形状が表現されていてよい。周辺地域が表

現されていてもよい。  

建物部分の表現が「平面イメージ図」の許容

されない表現に該当するもの。  

屋根材、舗装材等の細部が描き込まれたも

の。 
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（４）内観イメージ図 

許容される表現の例 許容されない表現の例 

  

室内空間の考え方についての説明文を補足す

るための内観イメージ図。内部空間の形状が

表現されていてよいが、描き込みは簡易な表

現とする。 

仕上げ材や家具・調度品の素材の質感、細部

の形状等、詳細が描き込まれた、描き込みが

簡易でない表現。  
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（別紙３）無効・減点の基準 

１ 無効となる場合 

次のいずれかに該当する場合、技術提案書の当該評価項目を無効とする（評価しない）。  

項目 内容 

建築 CPD 実績

証明書 

・（公財）建築技術教育普及センターを事務局とする建築ＣＰＤ

運営会議の発行する証明書以外である場合  

・証明書に記載の履修期間が説明書に指定する期間と異なる場合  

技術提案書 

（様式技－２

～６） 

・各様式の記載内容に矛盾があるなど評価区分の判別が正確にで

きない場合（例：兼務している技術者の経歴が様式により異な

る内容である、記載の無い協力事務所の技術者を実務主任技術

者としている等） 

添付書類 ・技術提案書と無関係の書類である場合  

・技術提案書の評価項目を証明することが確認できない場合

（例：同種または類似の業務の実績において、添付書類から設

計対象面積や用途、業務名等が確認できない等）  
 

２ 減点となる場合 

次のいずれかに該当する場合、技術提案書の評価を減点する。  

項目 内容 減点数 

参加表明書 

共同企業体結

成届 

質問書 

技術提案書 

・業務名称に誤りがある場合 2 ※ 

参加表明書 

技術提案書 

・発注者名に誤りがある場合（記載がない場合も含

む） 

2 ※ 

・提出者名に誤りがある場合（記載がない場合も含

む） 

2 ※ 

技術提案書 ・具体的な設計図等を使用した場合（一定の縮尺に基

づく図面、透視図、これに近いスケッチ等）  

5  

 
・提出者の実績に関する具体的な内容記述がある場合

（例：実績に関する時期や施設名称（簡略化したも

のを含む）、写真、透視図等）  

2 

 

・技－１～６の様式について、未提出又は不備がある

場合や説明書に指定する必要事項の記載が無い場合

（技－６の該当事項がない場合を除く） 

2 

 ・技－７～９の様式について、指定した提出方法に適

合しない場合 
2 

※各項目について、同じ内容での重複減点は行わない。  

 

 


